


  イ 豊明消防署食堂及び市民プラザ 

    所在地：愛知県豊明市沓掛町宿２３４番地 

  ウ 豊明消防署南部出張所食堂 

    所在地：愛知県豊明市新栄町三丁目３７６番地２ 

エ 日進消防署食堂 

    所在地：愛知県日進市本郷町宮下３番地 

オ 日進消防署西出張所食堂 

    所在地：愛知県日進市浅田町西浦１５番地 

カ みよし消防署食堂 

    所在地：愛知県みよし市福谷町才戸５０番地 

キ みよし消防署南出張所食堂 

    所在地：愛知県みよし市明知町西ノ口５９番地の１７ 

  ク 長久手消防署食堂 

    所在地：愛知県長久手市岩作長池５１番地 

ケ 東郷消防署食堂 

    所在地：愛知県愛知郡東郷町大字春木字桝池１６番地 

（３）貸付期間 

   令和２年６月１日から令和５年５月３１日まで 

２ 入札参加資格 

次のすべてに該当する個人又は法人は、入札に参加することができる。 

（１）個人の場合は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市又は東郷町に住所を

有し、法人の場合は愛知県内に本店、支店、営業所又は事務所を置いてい

ること。 

（２）自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、

３年以上の実績を有すること。 

（３）本入札の公告の日から落札決定日までの間、尾三消防組合指名停止等措置

要領（平成１７年要領第１号）に基づく措置を受けていない者であるこ

と。 

（４）個人又は法人の役員等が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律」第２条第２項に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、

その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行う者をいう。）に該当する

者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手

続開始の申し立てをしていない者又は、申し立てをなされていない者であ

ること。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手

続開始の申し立てをしていない者又は、申し立てをなされていない者であ



ること。 

（７）法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認

可等の免許を有していること。 

（８）国税、愛知県税及び豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町（以

下「組合市町」という。）における税の未納がないこと。 

３ 制限付一般競争入札申込場所、提出書類及び申込期間 

（１）申込場所及び申込方法 

   尾三消防組合事務局総務課まで持参すること。 

   ※郵送、電話、ＦＡＸ、Ｅメール及びインターネットなどによる受付はし

ない。 

（２）提出書類 

  ア 制限付一般競争入札参加申込書（第１号様式） 

  イ 制限付一般競争入札参加資格確認申請書（第７号様式） 

  ウ 誓約書（第８号様式） 

   ※これらの様式については、尾三消防組合ホームページ（以下「ホームペ

ージ」という。）よりダウンロードすることができる。 

  エ 証明書類（発行日から３ヶ月以内のもの。鮮明であれば写し可） 

   【法人の場合】・・・印鑑証明書及び登記事項証明書 

   【個人の場合】・・・住民票 

  オ 国税、愛知県税及び組合市町税の未納がないことの証明書（発行日から

３ヶ月以内のもの。鮮明であれば写し可） 

（３）申込期間 

   令和２年４月２１日（火）から令和２年５月１１日（月）までの午前８時

３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（４）その他 

   自動販売機設置業務実績３年以上を証明する書類等の提出を求めることが

ある。 

４ 設置場所の事前確認 

設置場所の事前確認を行うことができる。その際は、確認前に尾三消防組

合事務局総務課へ連絡すること。 

（１）期間及び時間 

申込期間内の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

５ 質疑及び回答 

  公告及び仕様書の内容等に関する質疑及び回答は次により行う。 

（１）質疑提出期限 

   令和２年４月３０日（木）正午まで 

（２）提出方法及び提出場所 



   質疑書（第２号様式）により、尾三消防組合事務局総務課へ直接持参し提

出すること。 

※様式はホームページよりダウンロードすることができる。 

（３）回答方法 

   質疑の回答については、順次ホームページに公開するとともに、入札参加

申請業者確定後、全参加申請業者宛てにＦＡＸで回答を送信する。 

６ 入札保証金・契約保証金 

  免除 

７ 入札 

  入札参加申込をされた方は、下記（１）に記載する日時及び場所において入

札書を提出すること。（郵送、ＦＡＸ及びインターネット等での提出は不可） 

（１）日時、場所及び提出書類 

入札日時 令和２年５月１５日（金）午前１０時より 

入札場所 尾三消防本部庁舎３階 講堂 

提出書類 

ア 入札書（第４号様式） 

  封筒は不要 

イ 委任状（第５号様式） 

  代理人により入札する場合のみ必要 

※様式はホームページよりダウンロードすることができる。 

（２）入札書提出時の注意事項 

  ア 入札書記載金額は、１（３）貸付期間中の貸付料《36 ヶ月分の総額

（税抜金額）》を記入すること。 

  イ 入札は所定の入札書を使用すること。 

  ウ 入札書には、ボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、

鮮明に押印すること。鉛筆、シャープペンシルは使用できない。 

  エ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とする。 

  オ 誤字又は脱字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印するこ

と。 

    なお、金額は訂正できない。 

  カ 入札金額はアラビア数字を使用し、円未満の端数は記入しない。 

  キ 入札を辞退する場合は、入札辞退届（第６号様式）をホームページから

ダウンロードし必要事項を記載のうえ、入札日前日までに尾三消防組合

事務局総務課まで提出すること。（郵送可）なお、入札日当日にあって

は、入札辞退届又は辞退する旨を明記した入札書を直接提出すること。 

  コ 貸付料の支払いは、総額の入札額を 36 等分した月額を各年度毎に納付

する。 



８ 入札の基本事項 

（１）入札に参加する者が１人である場合においても、入札を執行する。 

（２）最低貸付料を事前公表した場合の１件の入札に係る入札執行回数は１回と

し、再度入札は行わない。 

（３）入札参加者の事前公表は行わない。 

９ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）制限付一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札 

（２）入札参加者の資格を有しない者のした入札 

（３）入札に際して談合等による不正行為があった入札 

（４）同一事項の入札に対し２以上の意思表示をした入札 

（５）他人の代理を兼ね又は２以上の代理をした者の入札 

（６）委任状を持参しない代理人のした入札 

（７）記名及び押印のない入札書での入札 

（８）入札書の記載事項が確認できない入札 

（９）入札書記載金額を改ざんし、又は訂正した入札 

（10）最低貸付料未満の入札 

（11）虚偽の事実を記載した者のした入札 

（12）その他、契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

10 入札の中止 

  不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得

ない理由があるときは、入札を中止又は入札期日を延期することがある。 

11 開札及び落札者の決定 

（１）入札会場において入札終了後、直ちに開札する。 

（２）有効な入札を行った者のうち、最低貸付料以上の額で最高の価格で入札を

行った者を落札者とする。なお、最高価格の入札が２以上ある場合は、く

じにより決定する。入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当

しない職員が代行する。 

（３）入札結果については、ホームページで公表する。 

12 契約の締結 

（１）契約書２通を作成し、それぞれ１通を保管する。 

（２）契約の締結及び履行に関する費用についてはすべて落札者の負担とする。 

（３）貸付契約は入札参加者名義で行う。 

（４）契約を締結するまでの間に、落札者が指名停止又はこれに準ずる措置を受

けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。この場合、尾三消

防組合は一切の損害賠償の責めを負わない。 

13 その他 

上記に定めのない事項については「尾三消防組合自動販売機の設置に係る



行政財産の貸付けに関する要綱」及び「尾三消防組合自動販売機の設置に係

る行政財産の貸付けに関する制限付一般競争入札実施要領」によるものとす

る。 

14 問合せ先 

  住所 〒470-0151 

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙１８番地 

  担当 尾三消防組合事務局総務課  

  電話 0561-38-7202（直通） 
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